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件名「令和２年度に横浜市風力発電所で発電する電力の売却」 
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横浜市環境創造局環境保全部環境エネルギー課 



 

「令和元年度に横浜市風力発電所で発電する電力の売却」に係る入札等については、関

係法令に定めるもののほか、この入札説明書によります。 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名 

令和２年度に横浜市風力発電所で発電する電力の売却 

(2)  予定売却電力量 

1,900,000 kWh 

(3) 電力の特質等 

電力売却仕様書（別紙）のとおり 

(4) 履行期間 

令和２年４月１日０時から令和３年３月 31日 24時まで 

(5) 履行場所 

横浜市神奈川区鈴繁町８－１ 横浜市風力発電所 

(6) 入札方法 

この入札は、予定売却電力量に１kWh当たりの単価（消費税及び地方消費税を含む）

を乗じた、総価により行います。 

 

２ 入札参加資格 

当該入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たしていなければなり

ません。 

(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でな

いこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電

力・都市ガス」に登録されている者であること。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指

名停止措置を受けていない者であること。 

(4) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業者   

としての登録を受けた者であること。 

 

３ 入札参加の手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは不要です。 

(2) ２に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者

について行います。 

 

４ 仕様書等に関する質問 

(1) 方法 



入札参加者は、本件仕様書等に質問があり回答を求める場合には、別紙様式による 

質問書を令和元年 12月 11日（水）午後５時（土曜日、日曜日及び祝日、年末年始の 

閉庁日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）までに、直 

接持参するか、又は郵送しなければなりません。また、郵送した日に４(2)の部課に電

話連絡しなければなりません（休日等を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで）。 

(2) 質問書の提出先 

〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

横浜市環境創造局環境保全部環境エネルギー課（関内中央ビル６階） 

電話 045(671)2681（直通） 

(3) 回答 

本件仕様書等に関する質問があった場合は、令和元年 12 月 18 日（水）までに、横

浜市ホームページ上に回答を掲載します。 

（ https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/denry

oku/） 

併せて環境創造局環境保全部環境エネルギー課において文書により閲覧に供します。 

(4) その他 

入札後、当該仕様書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることは

できません。 

 

５ 入札及び開札 

(1) 入札方法は、入札参加者が別紙様式による入札書類を入札時に持参するか、又は郵

送することにより行います。 

ア 持参による場合 

以下に示す入札及び開札の日時及び会場に、入札書及び入札金額計算書を持参しな

ければなりません。 

日時 令和元年 12月 25日（水）午後２時 

会場 横浜市中区真砂町２－22 関内中央ビル ７階協議室 

イ 郵送による場合 

書留郵便によるものとします。書留郵便は二重封筒とし、別紙様式による入札書及

び入札金額計算書を中封筒に入れ密封の上、中封筒には氏名等、外封筒には件名及び

開札日とともに「入札書在中」と朱書し、以下に示す期限必着で郵送しなければなり

ません。また、郵送した日に４(2)の部課に電話連絡しなければなりません（休日等を

除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。 

期限 令和元年 12月 24日（火）午後５時（必着） 

郵送先 ４(2)に同じ 

 

６ 入札書の作成等 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/denryoku/
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/denryoku/


(1) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に 

限ります。 

(2) 入札参加者は、一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もらなければなりません。

入札書には、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費

税を含めた金額を記載しなければなりません。 

(3) 入札金額は、別紙入札金額計算書に基づく計算を根拠としなければなりません。入

札金額計算書は入札書に添付して提出するものとします。 

(4) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合には、当該訂正部分について押印 

をしなければなりません。ただし、入札金額を訂正する場合は、入札書を再作成しな

ければなりません。 

(5) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできま

せん。 

 

７ 入札及び開札における注意事項 

(1) 入札 

ア 入札参加者は、遅刻した場合には、入札に参加できません。 

イ 入札参加者は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となること

ができません。 

ウ 入札参加者は、入札及び開札がすべて終了するまでの間、横浜市長が特にやむを

得ない事情があると認めた場合のほか、入札会場を退場することができません。 

エ 入札会場には、入札参加者又は入札関係職員以外の者は入場することができませ

ん。 

オ 入札会場において、公正な競争の執行を妨げ若しくは妨げようとした者又は公正

な価格を害し若しくは談合をした者は、当該会場から退去させます。 

(2) 開札 

開札は入札参加者が出席して行います。入札参加者が立ち会わないときは、当該入

札事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行います。 

(3) 再度入札 

開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格以上の入札がないと

きは、直ちに再度の入札を行います。 

なお、再度入札の回数は１回とします。 

(4) 入札の中止 

横浜市長は、入札参加者が談合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公

正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこ

れを中止することがあります。 

(5) 入札の辞退 

入札参加者は、入札書を投函するまでは、次の方法により、入札を辞退することが

できます。 



なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加資格の確認等につい

て不利益な取扱いを受けるものではありません。 

ア 入札執行中 

入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する職員に直接提出しな

ければなりません。 

(6) 入札の無効 

次の入札は無効とします。 

ア 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

イ ２に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

ウ 前各号に定めるもののほか、この入札説明書に定める方法によらない入札  

 

８ 落札者の決定 

(1) 横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格以上で、最高の価格を 

もって有効な入札を行った者について、本契約に定める入札参加資格を満たすもので

あるかを令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿及び経済産業省資源エネル

ギー庁登録小売電気事業者一覧により確認します。当該入札者が本契約の入札参加資

格を満たすものであることを確認した場合にはその者を落札者とし、入札参加者にそ

の旨を通知します。 

(2) 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入

札を無効とします。この場合、予定価格以上の価格をもって入札した他の者のうち最

高の価格をもって入札した者について入札参加資格の確認を行います。以後同様の手

続きを繰り返します。 

(3) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当

該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。くじを引く順番はじゃんけんで勝っ

た順とします。 

(4) (3)の同価の入札をした者のうち、開札に出席しない者又はくじを引かない者がある

ときは、当該入札事務に関係のない本市職員がこれに代わってくじを引き、落札者を

決定します。 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金は免除します。 

 (2) 契約保証金は要求することとし、買受代金額の 100分の 15以上とします。 

 

10 契約書の作成 

(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、横浜市が別途定める様式によ

り、契約の相手方と契約書を取り交わします。 

(2) 横浜市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印したときに、本契約は確定しま

す。  



(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に

限ります。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行いません。 

(2) 契約金の支払方法 

仕様書によります。 

 

12 契約の条件 

(1) この契約は、令和２年度横浜市各会計予算が令和２年３月31日までに横浜市議会に

おいて可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定します。 

(2) この契約は、令和２年４月１日の改正民法の施行に伴い、新たに施行する本市契約

約款を適用することとします。 

 

13 その他 

(1) 当該入札参加者及び当該契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、

すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担します。 

(2) 契約手続に関しての問合せ先 

〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

横浜市環境創造局環境保全部環境エネルギー課（関内中央ビル６階） 

電話 045(671)2681（直通） 

(3) 入札説明書を入手した者は、これを当該入札以外の目的で使用できません。 


